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送
法
施
行
規
則
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を
改
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す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文 

○
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 

行 

（
番
組
基
準
等
の
公
表
） 

 

（
番
組
基
準
等
の
公
表
） 

 

第
一
条
の
三 

法
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
条
の
四
第
六
項
の
公
表
は
、

放
送
事
業
者
が
行
う
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
一
条
の
三 

法
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
条
の
四
第
六
項
の
公
表
は
、

放
送
事
業
者
が
行
う
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
放
送
事
業
者
が
行
う
放
送 

一 

当
該
放
送
事
業
者
が
行
う
放
送 

二 

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
当
該
放
送
事
業
者
の
各
事
務
所
へ
の
備

置
き 

二 

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
当
該
放
送
事
業
者
の
各
事
務
所
へ
の
備

置
き 

三 

日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
で
き
る
だ
け
多
く
の
公
衆
が
知
る
こ

と
が
で
き
る
方
法 

三 

日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
で
き
る
だ
け
多
く
の
公
衆
が
知
る
こ

と
が
で
き
る
方
法 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
条
の
四
第
七
項
（
法
第
四
十
四
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
条
の
四
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
放
送
番
組
の
種
別
及
び
放
送
番
組
の
種
別
ご
と
の
放
送
時
間

の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
で
き
る
だ
け
多
く
の
公
衆

が
知
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

   

３ 

法
第
三
条
の
四
第
六
項
第
一
号
の
審
議
機
関
の
議
事
の
概
要
の
公
表
に
つ

い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
条
の
四
第
六
項
第
一
号
の
審
議
機
関
の
議
事
の
概
要
の
公
表
に
つ

い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

出
席
者
の
氏
名 

一 

出
席
者
の
氏
名 

二 

議
題
及
び
審
議
の
経
過
の
概
要 

二 

議
題
及
び
審
議
の
経
過
の
概
要 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
機
関
の
審
議
状
況
を
示
す
主
な

事
項 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
機
関
の
審
議
状
況
を
示
す
主
な

事
項 

４ 

法
第
三
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
放
送
番
組
の
種
別
及
び
放
送
番
組
の
種
別
ご
と
の
放
送
時

間
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
毎
年
四
月
か
ら
各
六
箇
月
の
期
間
ご
と
に
、
当
該

期
間
に
お
け
る
各
月
の
第
三
週
の
期
間
に
放
送
し
た
放
送
番
組
を
教
養
番
組
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、
教
育
番
組
、
報
道
番
組
、
娯
楽
番
組
及
び
そ
の
他
の
放
送
番
組
（
通
信
販

売
番
組
（
視
聴
者
に
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
販
売
価
格
そ
の
他
の
条

件
を
提
示
し
、
郵
便
、
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
売
買
契
約
の
申
込
み
を

受
け
て
当
該
提
示
し
た
条
件
に
従
つ
て
当
該
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
販
売
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
放
送
番
組
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
教
養
番

組
、
教
育
番
組
、
報
道
番
組
及
び
娯
楽
番
組
以
外
の
放
送
番
組
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
区
分
に
分
類
し
、
当
該
各
六
箇
月
の
期
間
が
経
過
し
た
後
速

や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

   

５ 

前
項
の
公
表
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
の
放
送
番
組
は
、
通
信

販
売
番
組
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
に
細
分
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

６ 

法
第
三
条
の
四
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
審
議
機

関
の
終
了
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
公

表
は
、
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
条
の
四
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
審
議
機

関
の
終
了
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
公

表
は
、
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
審
議
機
関
へ
の
報
告
） 

 

第
一
条
の
四 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
（
法
第
三
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
へ
の

報
告
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
審
議
機
関
へ
の
報
告
） 

 

第
一
条
の
四 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
へ
の
報
告
は

、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号

（
法
第
三
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
機
関
の
審
議
に
資
す
る
よ
う
当

該
事
項
に
係
る
放
送
番
組
の
視
聴
そ
の
他
の
当
該
事
項
の
内
容
が
容
易
に
分

か
る
方
法
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
機
関
の
審
議
に
資
す
る
よ
う
当
該
事
項

に
係
る
放
送
番
組
の
視
聴
そ
の
他
の
当
該
事
項
の
内
容
が
容
易
に
分
か
る
方

法
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
（
法
第
三
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
へ
の
報
告
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
へ
の
報
告
は
、
次
の
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
又
は
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
直
後
の
審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
報
告
の
準
備
に
時
間
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
の
や
む

一 
法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
又
は
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
直
後
の
審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
報
告
の
準
備
に
時
間
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
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を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
次
の
審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
次
の
審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

二 
法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
機

関
の
開
催
の
都
度
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
月
内
に
審

議
機
関
を
二
回
以
上
開
催
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
開
催

時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
機

関
の
開
催
の
都
度
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
月
内
に
審

議
機
関
を
二
回
以
上
開
催
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
開
催

時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

三 

法
第
三
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
放
送
番
組
の
種
別
及
び
放
送
番
組
の
種
別
ご
と
の
放

送
時
間
に
つ
い
て
は
、
毎
年
四
月
か
ら
各
六
箇
月
の
期
間
ご
と
に
、
当
該

期
間
に
お
け
る
各
月
の
第
三
週
の
期
間
に
放
送
し
た
放
送
番
組
を
教
養
番

組
、
教
育
番
組
、
報
道
番
組
、
娯
楽
番
組
及
び
そ
の
他
の
放
送
番
組
の
区

分
に
分
類
し
、
当
該
各
六
箇
月
の
期
間
が
経
過
し
た
直
後
の
審
議
機
関
の

開
催
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
報
告
の
準
備
に
時
間
を

要
す
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
次
の

審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

前
項
第
三
号
の
報
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
の
放
送
番
組
は

、
通
信
販
売
番
組
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
に
細
分
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

附 

則 
 

１ 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
後
最
初
に
行
う
放
送
法
第
三
条
の
四
第
七
項
（
同
法
第

四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
三
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
放
送
番
組
の

種
別
及
び
放
送
番
組
の
種
別
ご
と
の
放
送
時
間
の
報
告
並
び
に
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
放
送
番
組
の
種
別
及
び
放
送
番
組
の
種
別
ご
と
の
放
送
時
間

の
公
表
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
三
第
四
項
及
び
第
一
条
の
四
第
三
項
第
三

号
中
「
毎
年
四
月
か
ら
各
六
箇
月
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
期
間
に
お
け
る
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
七
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
に
お
け
る
」
と
、

「
当
該
各
六
箇
月
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
三
箇
月
の
期
間
」
と
す
る

。 

 

     


